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新市庁舎の規模 
 

１ 基本構想を踏まえた検討  

新市庁舎整備基本構想（平成 25 年３月）では、整備場所と整備パターンを相対的に比較・検討

するため、「新市庁舎の規模」を行政機能、議会機能、市民利用機能、危機管理機能の面積の合計

を専用部面積で約６万～８万㎡、共用部（全体の 40％と想定）も含んだ面積で約 10 万～13 万㎡（駐

車場を除く）とし（詳細は参考資料１、２参照）、今後さらに詳細な検討を進めていくこととしま

した。 

新市庁舎整備基本構想で「北仲通南地区」を整備予定地として位置づけましたので、前回の新市

庁舎に関する調査特別委員会（平成 25 年９月 30 日）での議論（「整備基本方針」「建物配置の考え

方」「空間構成の考え方」「機能別整備方針」等）を踏まえて、当該予定地における新市庁舎の規模

を精査します。 

 

２ 都市計画による規定 

整備予定地である北仲通南地区は、用途地域、高度地区に加えて、再開発地区計画、高度利用地

区、市街地再開発事業などの都市計画が決定されており、建物の規模や高さ等に関して次のような

制限が定められているため、計画検討にあたっては、この規定が前提となります。（詳細は参考資

料３、４参照） 

 

●容積率の最高限度：1,080％（再開発地区計画） 

●容積率の最低限度： 300％（高度利用地区） 

●建ぺい率の最高限度： 80％（再開発地区計画） 

●建築面積の最低限度：200 ㎡（高度利用地区） 

●壁面の位置の制限：計画図参照（再開発地区計画） 

●建築物の高さの最高限度：計画図参照（再開発地区計画） 

※容積率・建ぺい率・建築面積の各限度は、北仲通南地区全体の敷地に対する、新市庁舎と既存横浜アイ 

ランドタワーの合計面積に適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、北仲通南地区再開発地区計画では｢建築物等の整備の方針｣の中で、建物高さについて次の

ように規定されていますので、この規定に即した計画とする必要があります。 

 

●みなとみらい21地区と既存都心部である関内地区の接点であることを象徴する超高層建築物とする。 

●周辺の街並との調和を図るために建物の高さについては、既存の街並との連続性を考慮すると

ともに、敷地内においても建築物の高さを段階的な構成とする。 

 

資料１ 

新市庁舎に関する
調 査 特 別 委 員 会
平成 25 年 11 月 27 日
総 務 局
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３ 新市庁舎に集約する機能と職員数 
 
（１）新市庁舎に集約する機能 

 

新たに整備する市庁舎には、関内地区の民間ビル等に分散している組織の執務室・会議室など

を集約し配置することとします。ただし、本庁機能を有しない組織や研修組織は集約しないもの

とします。 

 

 

（２）新市庁舎規模算定のための職員数 

 

  ア 関内地区に勤務する職員数 

 

平成 25 年５月現在、関内地区に勤務する横浜市職員（嘱託・再雇用・アルバイト等を含む）

の数は、市庁舎に 1,566 人、周辺の民間ビル等に 4,437 人の合計 6,003 人※１で、近年はやや増

加傾向※２にあります。 
※１：健康福祉局の一部移転等に伴い、平成 24 年５月時点の 5,938 人より増加しています。 

     ※２：平成 25 年９月には、財政局の納税内部事務の集約化による区から関内へ 117 人の職員の移動がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新市庁舎規模算定のための職員数 

 

平成 25 年５月時点の関内地区勤務職員数 6,003 人に、財政局の納税内部事務の集約化による

増員数を加え、「（１）新市庁舎に集約する機能」の考え方に基づき、研修組織などを除いた人

数は、約 6,000 人となります。 

職員数の長期的動向については、市民ニーズの多様化、地方分権の進展に伴う国や県からの

権限移譲や区役所への分権、行政改革やＩＣＴ活用による業務効率化等の要因によって様々に

変化することが予想され、現時点で確定することは難しいと考えられます。 

従って、今回の計画では、新市庁舎の執務・会議スペースの規模算定のための基準となる人

数を 6,000 人とします。 
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４ 新市庁舎の規模の算定 

 

新市庁舎整備基本構想で示した行政部門及び市会部門の規模（面積）について、前回の新市庁舎

に関する調査特別委員会（平成 25 年９月 30 日）資料「機能別整備方針」等に基づき精査を行いま

した。 

また、下層階に配置する商業施設及び駐車場の規模についても検討を行い、新市庁舎の規模とし

て整理しました。 

なお、今後、設計段階でさらに詳細な検討を行う際には、今回整理した数値を基本とし、必要に

応じて増減を行うこととします。 

 

（１）行政部門及び市会部門（専用部）の規模 

 

ア 行政機能 

 

（ア）事務室 

国の算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィス事例などを参考に、現状を踏まえ

て整理しました。なお、事務室の規模算定の基準職員数は、基本構想同様、市民情報センタ

ー、市民相談室、危機管理センター等のいわゆる一般事務室以外の諸室で働く職員数(約 250

人)を、6,000 人から除いた 5,750 人としました。 

ユニバーサルレイアウトを基本に、部長以下の職員一人当たりの面積を、来客の多い窓口

型の執務室（来客の待合空間等を含む）で約 8.3 ㎡、その他の一般的な執務室で約 6.6 ㎡と

し、局長室、企業局などの面積を含め、合計面積を約 45,100 ㎡（全職員に対する一人当たり

の面積：約 7.8 ㎡）とします。 

また、特別職関連室については、現状規模をベースに、市長会見室など必要なスペースを

拡充し、約 800 ㎡とします。 

      

（イ）書庫・倉庫 

新市庁舎への書庫・倉庫の設置は必要最小限とし、長期保存文書等については、賃料の低

い場所にある民間倉庫などを積極的に利用して保管すること、また、同時に文書量自体の削

減を推進し、民間倉庫利用についても徐々に削減していくことを想定する一方、大都市制度

の実現などにより、将来、職員数の増員があった場合の事務室拡張にも柔軟に対応できるよ

う可変性にも考慮し、合計面積を約 5,100 ㎡とします。 

       

（ウ）会議室 

稼働率が高く、必要時に使用できない状況が慢性化している共用会議室を拡充し、また、

迎賓機能を持つ特別会議室を設置しますが、会議室フロアへの集約や予約システムの工夫等

により、効率的な運用を図ります。各階会議室も含め、合計面積を約 5,400 ㎡とします。 

      

（エ）その他諸室 

新市庁舎ビルの防災センター、守衛室、健康管理室などの諸室面積は、それぞれの用途に

応じた必要面積を確保することとし、合計面積を約 2,400 ㎡とします。 
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イ 市民利用機能 

 

   （ア）市民情報センター 

     資料閲覧コーナー、資料貸出カウンターなどを拡充し、約 500 ㎡(執務室を含む)とします。 

 

   （イ）市民相談室 

     相談ブースや待合空間などを拡充し、約 500 ㎡(執務室を含む)とします。 

 

（ウ）案内所 

   庁舎内の総合案内・受付及び一時的な対応を行うスペースとして約 100 ㎡とします。 

 

（エ）市民協働・交流室等 

   市民や行政による講演会、講座、シンポジウムなどができる 100 人規模の会議スペースや

展示スペースなど、合計面積を約 800 ㎡とします。 

 

（オ）屋根付き市民広場（アトリウム） 

市民の待ち合わせや休憩場であるとともに、横浜らしさを感じるイベントなどを実施する

場としてのアトリウムを再開発地区計画で定められている 1,200 ㎡以上確保します。本検討

では、共用部の一部として整理します。 

 

 

ウ 危機管理機能 

 

   （ア）危機管理センター 

     本部運営室、関係機関執務室、緊急対策チーム室、本部会議室、無線統制室などを含んで、

現庁舎と同規模の 1,900 ㎡（執務室を含む）とします。 

なお、緊急時には、関係者の作業スペースとして更なるスペースが必要となるため、通常

は会議室として使用するスペース（約 900 ㎡）を転用できるよう、会議室フロアを危機管理

センターに近接配置します。（本検討では、会議室面積として整理します。） 

 

（イ）電気・機械室 

本検討では、共用部の一部として整理します。 

 

 

エ 議会機能 

  検討中であるため、「新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方に関する検討結果について（通

知）」の議会棟の想定面積 7,900 ㎡～9,000 ㎡の中間値（8,500 ㎡）で仮置きします。 
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  オ 行政部門及び市会部門（専用部）の規模 

 

以上の内容を整理すると、次の表のとおり、行政部門及び市会部門の専用部の面積は、 

それぞれ、62,600 ㎡、8,500 ㎡となり、合計で 71,100 ㎡となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

大都市制度実現など将来の変化への柔軟な対応について  

今後、地方分権の進展に伴う、国や県からの権限移譲、とりわけ特別自治市制度の創設

による事務移譲及び職員・施設の移管による組織や業務の拡大が予測されています。 

横浜市大都市自治研究会第一次提言（平成 24 年３月：横浜市大都市自治研究会）によれ

ば、横浜市が特別自治市に移行する際に神奈川県から移管を受ける職員数として、約 940

人が見込まれています。 

しかしながら、これらのうち本庁舎で勤務する職員数は、移管される職員数の一部で、

その他の人数は、区役所への分権や機能強化の推進などに充当されることが想定されます。 

また、不断の行財政改革による組織・業務の縮小も予測されます。 

以上より、将来の行政需要や権限移譲による業務・組織の拡大・縮小による職員数の増

減については、「執務スペースの机などの配置に一部可変性をもたせる」「倉庫と事務室に

互換性を持たせる」などのフロア構成の柔軟性で対応することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政部門・市会部門の規模（専用部） （㎡）

  基本構想 

(想定職員数：5,900 人) 

基本計画 

(想定職員数：6,000 人) 

 

 

 

 

行 政 

部 門 

行
政
機
能 

事 務 室 
一 般 事 務 室 41,200 ～ 46,300 45,100

特 別 職 関 連 室 500 ～ 800 800

書 庫 ・ 倉 庫 4,100 ～ 6,100 5,100

会 議 室 
各 階 会 議 室

4,200 ～ 5,400 
3,000

共 用 会 議 室 2,400

そ の 他 諸 室 2,000 ～ 3,200 2,400

市 民 利 用 機 能 600 ～ 1,900 1,900

危 機 管 理 機 能 1,900 ～ 2,000 1,900

市 会 

部 門 
議  会  機  能 7,900 ～ 9,000 8,500

専 用 部 合 計 62,400 ～ 74,700 

71,100

行政部門：

市会部門：

62,600

8,500
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（２）商業機能（商業施設）の規模 
 

基本構想では、整備予定地を決めるための整備パターンの比較・検討において、各パターンで

敷地条件から建設可能なほぼ最大限の規模の建物を建設した場合を想定し、建物内に余剰床が発

生する場合などは、オフィス・商業施設などの民間機能の導入を図る計画として試算を行いまし

た。 

今回、北仲通南地区における建物の規模を精査するにあたっては、街の賑わいや活力を創出す

る観点、来庁者や来街者等の利便性を向上させる観点、賃貸料収入によって本市の財政負担を軽

減する観点、周辺の関係事業者への影響の観点などから、商業機能およびオフィス機能の必要性

や規模の検討を行います。 

 

北仲通南地区再開発地区計画の「土地利用の基本方針」では、「業務施設を中心に、都心部にふ

さわしい機能を導入するとともに、街のにぎわいを形成するために、商業施設等の立地を図る」

としています。 

前回の新市庁舎に関する調査特別委員会（平成 25 年９月 30 日）資料「空間構成の考え方」に

基づき、大岡川沿いの低層部（１・２階）には、賑わいを創出するような飲食・物販等の商業施

設、地階のみなとみらい線馬車道駅連絡通路沿いなどに、駅利用者や来庁者の利便性に配慮し、

また、約 6,000 人が就業する新市庁舎ビルの支援機能として、飲食店、コンビニエンスストア、

ドラッグストア、クリニック、銀行・郵便局などの導入を想定します。 

賑わいを創出する飲食・物販等約 1,500 ㎡に、駅利用者や来庁者、ビル就業者向けの商業施設

約 2,500 ㎡を加えた約 4,000 ㎡の商業施設を導入することとします。 

 

オフィス機能（賃貸オフィス床）の導入について  

余剰床をオフィスとして民間に賃貸することについては、「賃貸料収入によって事業収支上のメ

リットがある反面、空室リスクが大きい」とのご意見・ご指摘を、市会での議論の中でもいただ

きました。そこで今回、改めて、今後のオフィス床の供給動向について、事業者（建設、開発、

不動産業者等）にヒアリングを行った結果、東京等からの本社機能等誘致を目的として、まとま

った規模のオフィス床を賃貸する場合は、品川駅近隣地区との競争力などから考えてリスクが大

きいとの意見を多くいただきました。 

更に、「市内からのオフィス移転であれば、市内の民間賃貸業の圧迫に繋がることになり、横浜

市が積極的に進める意義に欠けるのではないか」といったご意見も、ヒアリング結果や地域の方

からのご意見としていただきました。 

一方、新市庁舎全体の規模を精査した結果、賃貸オフィス床を設けなくても、都市計画に適合

した建物計画になることが確認できました。 

以上のことから、収益を目的とした賃貸オフィス床は、原則として整備しないこととして、市

庁舎の規模を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

（３）共用部の規模 

 

   共用廊下、階段、エレベーター、エントランス、トイレ、機械室、配管スペースなどの共用部の面積は、建

物の形態により異なってきます。 

前回の新市庁舎に関する調査特別委員会（平成25年９月30日）資料の「建物配置の考え方」「空間構成の

考え方」に、（１）(２)の検討結果を加味して、新市庁舎のボリュームや高さなどをイメージとして表すと、

下図のようになります。この計画では、共用部の面積は、約53,000㎡（アトリウムを含む）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜アイランドタワー 

店舗等 

設備・機械室 

駐車場 

事務室 

議場 

アトリウム 
市民利用機能 

連絡通路 店舗等 

機械式駐車場 

約 150ｍ 

議会関係室 

危機管理センター 

事務室 

断面図 

配置図兼１階平面図 

横浜アイランドタワー 

広場 

広場 

ロビー 

店舗等 

駐輪場 

展示スペース 

市民情報センター 

案内所 

ステージ 

水辺のプロムナード 

大岡川 

栄本町線 

国道 133 号線 

馬車道駅連絡 

アトリウム 

喫茶スペース 

弁天橋 

ペデストリアンデッキ 

（２階 斜線部分） 

車両出入口 

【イメージ図】※確定した計画内容ではありません。  
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（４）駐車場の規模 

 

   駐車場の規模は、横浜市駐車場条例に基づく付置義務駐車場約 410 台分（機械式駐車場を含む）

を確保することとして、約 17,900 ㎡（バイク置場、駐輪場含む）となります。 

 

 

（５）新市庁舎全体の規模 

 

以上の内容を整理すると、新市庁舎の規模合計は、約 146,000 ㎡となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※都市計画規定への適合性の確認    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】基本構想における「北仲通南地区での整備案」想定面積 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

新市庁舎全体の規模  （㎡）

専 用 部 

行 政 部 門 62,600 専用部合計

75,100 

（容積率対象） 

延床面積 

128,100 

延床面積 

146,000 市 会 部 門 8,500

商 業 機 能 4,000

共 用 部 53,000  

駐 車 場 17,900   

 横浜ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 新市庁舎 合 計 
都市計画

規定 
適合

敷地面積 － － 17,326 ㎡  - 

総延床面積 約 44,100 ㎡ 約 146,000 ㎡ 約 190,100 ㎡  - 

(容積率対象)延床面積 約 40,200 ㎡ 約 128,100 ㎡ 約 168,300 ㎡  - 

容積率 － － 約 972％ 
＜1,080％ ○ 

＞ 300％ ○ 

建築面積 約 2,300 ㎡ 約 7,400 ㎡ 約 9,700 ㎡ ＞ 200 ㎡ ○ 

建ぺい率 － － 約 56％ ＜  80％ ○ 

新市庁舎全体の規模  （㎡） 

専

用

部 

行 政 部 門 60,000 専用部合計 

87,000 

（容積率対象）

延床面積 

145,000 

延床面積 

164,000 市 会 部 門 7,000

オフィス・商業機能 20,000

共 用 部 58,000  

駐 車 場 19,000   



事業費及び収支シミュレーション 

 

「新市庁舎の規模」で整理した内容に基づき、北仲通南地区で新市庁舎を整備する場合の想定事業費を算

出し、収支シミュレーションを行いました。 
ただし、これらの想定は、今後における資材の価格変動や設計段階における更なる詳細検討での庁舎規模

の変動などにより変更もあり得ます。 

 

１ 設計・建設費等 

(１) 新市庁舎が完成し移転するまでに必要となる費用 

  ア 設計・建設費等   

     約 613億円 （※基本構想：603億円（建設費：約 574億円（35万円/㎡×164,000㎡）、設計費等：約 29億円）） 

【内訳】 

・建 設 費：約 584 億円（40 万円／㎡※×146,000 ㎡）※民間事業者へのヒアリング調査結果等による 

・設計費等：約 29.2 億円（建設費の５％）※調査、基本設計、実施設計、工事監理費 

  イ 移転費 

     約 7.47億円（10.5千円／㎡※×71,100 ㎡）※本市移転時の実績／什器の購入費は見込んでいない 

ウ 退去修繕費  

     約 5.96億円（12.6千円／㎡※×47,300㎡）※本市移転時の実績／什器の購入費は見込んでいない 

(２) 新市庁舎完成後に毎年必要となる費用 

  ア 維持管理費  

  約 6.79億円／年（5.3千円／㎡・年※×128,100 ㎡） 

※民間事業者へのヒアリング調査結果等による／経常的修繕費を含み、警備費を除く／駐車場を除く 

  イ 計画修繕費  

  約 189.8億円／50年（130千円／㎡※×146,000 ㎡）※民間事業者へのヒアリング調査結果等による 

 

２ 財源 

新市庁舎の整備財源については、市債を発行して市が自ら調達することとします。 

ただし、商業スペースなど起債の対象外となる部分については、一般財源で整備します。 

 

《設計・建設費等（約 613億円）の調達方法》 

   ・市  債 ： 約 484億円 

   ・一般財源 ： 約 129億円（商業施設スペース、企業局部分は起債対象外） 

 

３ 収支シミュレーション 

北仲通南地区に新市庁舎を整備する場合の収支シミュレーションを２パターン示します。 

パターン①は、基本構想と同様、港町にある現庁舎の改修費や解体費などの支出、建物や土地の賃貸に

よる収入を計上したもの、 

パターン②は、現庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環として、

今後、具体的に検討していくため、現時点で不確定である港町にある現庁舎の改修費や解体費などの支出、

建物や土地の賃貸による収入を除外したものとしました。 

いずれのパターンも、仮に新市庁舎を整備しない場合に、恒常的に支出し続けなければならない費用（民

間ビル賃借料や現庁舎の維持管理費等）及び商業施設や駐車場の賃貸料などを収入とみなして、試算を行

いました。 

また、竣工までの事業期間については、今回は、基本構想時と同じ８年間として試算していますが、今

後、事業手法、スケジュールの検討と併せて精査していきます。 

《収支シミュレーションの試算条件》 

 基本構想(H25.3) 
今 回 

備考 
パターン① パターン② 

 
前提条件 

 

新 市 庁 舎 の 規 模  164,000 ㎡   146,000 ㎡   

 専用・共用部合計  145,000 ㎡   128,100 ㎡   

  専 用 部  87,000 ㎡   75,100 ㎡   

   
行 政 ・ 市 会 
部 門 

 
 

6７,000 ㎡   71,100 ㎡   

   賃 貸 床 
20,000 ㎡ 

（オフィス機能・ 
商業機能） 

  
4,000 ㎡ 

（商業機能） 
 オフィス機能は整備しない 

  共 用 部  58,000 ㎡   53,000 ㎡   

 駐 車 場  19,000 ㎡   17,900 ㎡   

消 費 税 ５％ 10％ 2015 年（平成 27 年）の増税を想定 

事 業 期 間 ８年 ⇒ 精査中（次回提示予定） 

 
＜支出＞ 

 

新庁舎の設計・建設費 

 

建 設 費 35 万円/㎡ 40 万円/㎡ 

最近の市況による増（10％） 
※民間事業者へのヒアリング調査結果
等による 

消費税 10％ 

設 計 費 等 建設費の５％ 建設費の５％ 
変更なし 

設計費等：調査、基本設計、実施設
計、工事監理費 

維 持 管 理 費 5.1 千円/㎡・年 5.3 千円/㎡・年 

消費税 10％ 
計 画 修 繕 費 125千円／㎡・50年間 130 千円／㎡・50 年間 
移 転 費 10 千円/㎡ 10.5 千円/㎡ 
退 去 修 繕 費 12 千円/㎡ 12.6 千円/㎡ 
市 債 償 還 

 

市債発行条件 ： 
起 債 利 率 
（償還期間：30 年） 

1.66％ 1.65％ 
過去 10 年間の 10 年以上の長期債発
行額の平均利率（時点修正） 

耐震改修費用市債
充当分の繰上償還 

算入 算入 除外 
パターン②：港町にある現庁舎の扱い
に係る部分のため除外 現 庁 舎 の 

改 修 ・ 解 体 費 
 
＜収入＞ 

 

民 間 ビ ル 賃 借 料 ・ 
共 益 費 等 

20.60 億円/年 22.68 億円/年 
新市庁舎への集約対象部署の増 
消費税 10％ 

現庁舎維持管理費等 2.46 億円/年 2.58 億円/年 消費税 10％ 

市債発行による収入 
起債対象額を 

実施年度へ割り振り 
起債対象額を 

実施年度へ割り振り 
変更なし 

民間への土地・建物賃貸収入 

 

駐 車 場 35 千円/月 35 千円/月 
変更なし 

北 仲 通 南 地 区 15.0 千円/坪・月 15.0 千円/坪・月 

港 町 地 区 算入 算入 除外 
パターン②：港町にある現庁舎の扱い
に係る部分のため除外 

空 室 率 12％ 12％ 
変更なし 

横浜ビジネス地区（関内・横浜駅・新横
浜）平均値（H23.12 末） 

 

資料２ 
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調査・
調整等

基本
設計

実施
設計

実施
設計・
各種

申請等

新庁舎
着手

工事 工事 新庁舎
竣工

現行政
棟
改修

現行政
棟
賃貸

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.84 4.82 5.62 5.62 147.83 147.83 147.83 147.83

37.40

6.79 7.90 7.90 7.90 9.99 8.20 7.90 7.90 7.90 18.33 9.40 7.90 7.90 7.90 28.76 10.90 7.90 7.90 7.90 28.76 10.90 7.90

移転費・退去修繕費 13.43

市債償還 0.02 0.24 0.87 6.75 12.64 18.52 23.97 23.97 23.97 23.97 24.03 24.01 25.39 24.73 24.06 23.39 21.26 21.26 21.26 21.26 21.26 21.24 21.35 20.70 20.05 19.41 18.62 18.62

30.66

支出計 5.84 4.82 5.64 5.86 148.70 154.58 160.46 166.34 112.25 31.88 31.88 31.88 34.02 32.21 33.29 32.63 31.96 41.72 30.66 29.16 29.16 29.16 50.02 32.14 29.25 28.60 27.96 48.17 29.52 26.52

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.93 1.91 1.91 1.90 1.64 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.35 0.68 0.34

4.52 4.52 118.82 118.82 118.82 118.82

4.52 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11

収入計 0.00 0.00 4.52 4.52 118.82 118.82 118.82 118.82 31.69 38.28 38.28 38.28 38.28 38.28 38.31 38.28 38.28 38.27 38.01 37.88 37.88 37.88 37.88 37.88 37.72 37.06 36.71 36.37 36.37 36.37

③収支小計 -5.84 -4.82 -1.12 -1.34 -29.88 -35.76 -41.64 -47.52 -80.56 6.40 6.40 6.40 4.26 6.07 5.02 5.65 6.32 -3.45 7.35 8.72 8.72 8.72 -12.14 5.74 8.47 8.46 8.75 -11.80 6.85 9.85

5.84 4.82 1.12 1.34 29.88 35.76 41.64 47.52 80.56

6.40 6.40 6.40 4.26 6.07 5.02 5.65 2.87 7.35 8.72 5.30 5.74 8.47 5.41 6.85 9.85

5.84 10.66 11.78 13.12 43.00 78.76 120.40 167.92 248.48 242.08 235.68 229.28 225.02 218.95 213.93 208.28 205.41 205.41 198.06 189.34 184.04 184.04 184.04 178.30 169.83 164.42 164.42 164.42 157.57 147.72

-3.45 -12.14 -11.80

3.45 0.00 3.42 8.72 0.00 3.05 8.75 0.00

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

新庁舎
計画
修繕

現行政
棟
計画
修繕

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

7.90 7.90 28.76 10.90 7.90 7.90 7.90 32.93 11.50 7.90 7.90 7.90 28.76 10.90 7.90 7.90 7.90 35.02 11.80 7.90 7.90 7.90 32.93 11.50 7.90 7.90 7.90 24.59 10.30 7.90

移転費・退去修繕費

市債償還 18.62 18.62 18.62 18.45 18.27 13.70 9.14 4.57

支出計 26.52 26.52 47.38 29.35 26.18 21.61 17.04 37.50 11.50 7.90 7.90 7.90 28.76 10.90 7.90 7.90 7.90 35.02 11.80 7.90 7.90 7.90 32.93 11.50 7.90 7.90 7.90 24.59 10.30 7.90

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11

収入計 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37

③収支小計 9.85 9.85 -11.01 7.02 10.19 14.76 19.33 -1.13 24.87 28.47 28.47 28.47 7.61 25.47 28.47 28.47 28.47 1.35 24.57 28.47 28.47 28.47 3.44 24.87 28.47 28.47 28.47 11.78 26.07 28.47

8.69 7.02 10.19 14.76 18.20 24.87 28.47 28.47 7.05

139.03 139.03 139.03 132.01 121.82 107.06 88.86 88.86 63.99 35.52 7.05 0.00

-11.01 -1.13 21.42 7.61 25.47 28.47 28.47 28.47 1.35 24.57 28.47 28.47 28.47 3.44 24.87 28.47 28.47 28.47 11.78 26.07 28.47

1.16 9.85 0.00 1.13 0.00 21.42 29.03 54.50 82.97 111.44 139.91 141.26 165.83 194.30 222.77 251.24 254.68 279.55 308.02 336.49 364.96 376.74 402.81 431.28

④新たな一般財源負担

⑤当初負担一般財源相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

⑧事業収支累計

②
収
入

民間ビル賃借料等

民間への土地・建物賃貸収入

開業年度

①
支
出

新庁舎の設計・建設費

現庁舎の改修・解体費

新庁舎・現行政棟の維持管理・計画修繕費

既耐震改修費用市債充当分の繰上償還

②
収
入

①
支
出

市債発行による収入

既耐震改修費用市債充当分の繰上償還

民間ビル賃借料等

整備案の収支シミュレーション　パターン①（港町地区収支含む）

スケジュール

⑧事業収支累計

新庁舎・現行政棟の維持管理・計画修繕費

事業年度

開業年度

現庁舎の改修・解体費

新庁舎の設計・建設費

④新たな一般財源負担

現庁舎維持管理費等

繰上償還による償還減額

現庁舎維持管理費等

民間への土地・建物賃貸収入

⑤当初負担一般財源相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

スケジュール

事業年度

事業期間：８年間 入居開始

Ⓐ 当初の一般財源負担：９年間 合計 約248億円 Ⓑ 新庁舎入居翌年以後、市債償還期間中（29年間）の新たな一般財源負担はゼロ

継続して新たな一般財源負担はゼロ

市債償還の終了 Ⓒ 当初負担一般財源相当額を回収
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調査・
調整等

基本
設計

実施
設計

実施
設計・
各種

申請等

新庁舎
着手

工事 工事 竣工 入居・
賃貸

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.84 4.82 5.62 5.62 147.83 147.83 147.83 147.83

6.79 6.79 6.79 6.79 8.88 6.79 6.79 6.79 6.79 17.22 6.79 6.79 6.79 6.79 27.65 6.79 6.79 6.79 6.79 27.65 6.79 6.79

移転費・退去修繕費 13.43

市債償還 0.02 0.24 0.87 6.75 12.64 18.52 23.97 23.97 23.97 23.97 24.03 24.01 25.39 24.73 24.06 23.39 21.26 21.26 21.26 21.26 21.26 21.24 21.35 20.70 20.05 19.41 18.62 18.62

支出計 5.84 4.82 5.64 5.86 148.70 154.58 160.46 166.34 44.19 30.76 30.76 30.76 32.91 30.79 32.18 31.52 30.85 40.61 28.05 28.05 28.05 28.05 48.91 28.03 28.14 27.49 26.84 47.05 25.41 25.41

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

4.52 4.52 118.82 118.82 118.82 118.82

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 0.00 0.00 4.52 4.52 118.82 118.82 118.82 118.82 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 -5.84 -4.82 -1.12 -1.34 -29.88 -35.76 -41.64 -47.52 -16.91 -3.48 -3.48 -3.48 -5.63 -3.51 -4.90 -4.24 -3.57 -13.33 -0.77 -0.77 -0.77 -0.77 -21.63 -0.75 -0.86 -0.21 0.44 -19.77 1.87 1.87

5.84 4.82 1.12 1.34 29.88 35.76 41.64 47.52 16.91 3.48 3.48 3.48 5.63 3.51 4.90 4.24 3.57 13.33 0.77 0.77 0.77 0.77 21.63 0.75 0.86 0.21 19.77

0.44 1.87 1.87

5.84 10.66 11.78 13.12 43.00 78.76 120.40 167.92 184.83 188.31 191.79 195.27 200.90 204.41 209.31 213.55 217.12 230.45 231.22 231.99 232.76 233.53 255.16 255.91 256.77 256.98 256.54 276.31 274.44 272.57

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

計画
修繕

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

6.79 6.79 27.65 6.79 6.79 6.79 6.79 31.82 6.79 6.79 6.79 6.79 27.65 6.79 6.79 6.79 6.79 33.90 6.79 6.79 6.79 6.79 31.82 6.79 6.79 6.79 6.79 23.47 6.79 6.79

移転費・退去修繕費

市債償還 18.62 18.62 18.62 18.45 18.27 13.70 9.14 4.57

支出計 25.41 25.41 46.27 25.24 25.06 20.49 15.93 36.39 6.79 6.79 6.79 6.79 27.65 6.79 6.79 6.79 6.79 33.90 6.79 6.79 6.79 6.79 31.82 6.79 6.79 6.79 6.79 23.47 6.79 6.79

22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68 22.68

2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58

2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02

収入計 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28

③収支小計 1.87 1.87 -18.99 2.04 2.22 6.79 11.35 -9.11 20.49 20.49 20.49 20.49 -0.37 20.49 20.49 20.49 20.49 -6.62 20.49 20.49 20.49 20.49 -4.54 20.49 20.49 20.49 20.49 3.81 20.49 20.49

18.99

1.87 1.87 2.04 2.22 6.79 2.24 20.49 20.49 20.49 20.12 20.49 20.49 20.49 13.87 20.49 20.49 20.49 15.95 20.49 19.69

270.70 268.83 287.82 285.78 283.56 276.77 274.53 274.53 254.04 233.55 213.06 192.94 192.94 172.45 151.96 131.47 117.60 117.60 97.11 76.62 56.13 40.18 40.18 19.69 0.00

9.11 -9.11 0.37 -0.37 6.62 -6.62 4.54 -4.54 0.80 20.49 20.49 3.81 20.49 20.49

9.11 0.00 0.37 0.00 6.62 0.00 4.54 0.00 0.80 21.29 41.78 45.59 66.08 86.57

整備案の収支シミュレーション　パターン②（新庁舎単独：港町地区収支除く ※）     　※港町地区の土地・建物賃貸収入：約９億円/年、現庁舎の改修・解体費：約37.4億円など

市債発行による収入

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の維持管理・計画修繕費

民間ビル賃借料等

現庁舎維持管理費等

①
支
出

新庁舎の設計・建設費

新庁舎の維持管理・計画修繕費

スケジュール

事業年度

開業年度

①
支
出

民間への賃貸収入（商業系・駐車場）

新庁舎の設計・建設費

スケジュール

事業年度

開業年度

②
収
入

市債発行による収入

現庁舎維持管理費等

民間ビル賃借料等

②
収
入

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

⑦収支計

⑦収支計

⑧事業収支累計

④新たな一般財源負担

⑤一般財源負担相当分の積立

⑥一般財源負担累計

事業期間：８年間 入居・賃貸開始

　　　Ⓑ 入居翌年以後、市債償還期間中（29年間）の　新たな一般財源負担合計：約90億円　（年平均：3.1億円）Ⓐ 当初の一般財源負担：９年間　合計　約185億円

 入居開始から市債償還終了までの30年間の市債償還額合計：約608億円　（20.26億円／年平均）
　　　　＜　　　　　現在の民間ビルの賃借料等の30年間の合計：約680億円　（22.68億円／年）

市債償還の終了

入居26年目以後、新たな一般財源負担はゼロ

Ⓒ  当初からの一般財源負担相当額を回収
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《収支シミュレーション結果の比較》 

 

 基本構想（H25.３） 
今回 

パターン① パターン② 

整
備
概
要 

北 仲 通 南 地 区 新市庁舎を建設 

 賃 貸 床 
20,000 ㎡ 

（オフィス床・商業床） 

4,000 ㎡ 

（商業床） 

港

町

地

区 

現 行 政 棟 改修して建物を賃貸 不確定のため除外 

現 市 会 棟 解体・撤去して土地を賃貸 不確定のため除外 

設計 

・ 

建設

費等 

新 市 庁 舎 建 設 費 

約 603 億円 

約574億円 

約 613 億円 

約 584 億円 

新 市庁舎設計費等 
（ 建 設 費 の ５ ％ ） 

約 29 億円 約 29 億円 

財源 

市 債 約 457 億円 約 484 億円 

一 般 財 源 約 146 億円 約 129 億円 

民間への土地・建物賃貸収入 19.07億円 11.11 億円 2.02 億円 

Ⓐ入居開始まで（事業年度９

年目まで）の一般財源負担 
約 251 億円 約 248 億円 約 185 億円 

Ⓑ入居翌年～市債償還終了ま

での 29年間で発生する新た

な一般財源負担 

なし なし 

断続的に発生 

約 90億円 

（年平均約 3.1億円） 

Ⓒ当初からの一

般財源負担相当

額の回収終了年

度 

事業年度 35 年目 42 年目 55 年目 

開業年度 27 年目 34 年目 47 年目 

入居開始から市

債償還終了まで

の 30年間の市

債償還額と民間

ビル賃借料・共

益費等との比較 

市債償還額 約 575億円  約 608 億円 

民間ビル賃

借料・共益

費等 

約 618億円 

(20.60億円／年×30年） 

約 680 億円 

（22.68億円／年×30年） 

財政健全化（実質交際費比率）

に与える影響 
平均 0.3 ポイント 平均 0.3 ポイント 
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《収支シミュレーションのパターンごとのまとめ》 

 

パターン① 

○基本構想と同様、港町にある現庁舎の改修費や解体費などの支出、建物や土地の賃貸による収入

を計上し試算しています。 

○入居開始までの間（９年間）の一般財源負担額は、約 248億円となります。 

○入居翌年以降、市債償還終了までの間（29 年間）、新たな一般財源負担は発生しません。 

○入居開始から市債償還終了までの 30 年間の市債償還額の合計は、約 608 億円となります。この

金額は、仮に市庁舎を整備しない場合に恒常的に支出し続けなければならない費用のうち、民間

ビル賃借料・共益費等（22.68億円）の 30年間分（22.68×30＝680 億円）より低くなります。 

○当初の一般財源負担額も含めた支出総額（新市庁舎の建設費、利息、維持管理費、計画修繕費な

ど）と、仮に市庁舎を整備しない場合に恒常的に支出し続けなければならない費用(民間ビル賃

借料・共益費等と現庁舎維持管理費等の合計 約 25.26億円／年)の総額との関係は、開業 34年

目で逆転します。 

○財政健全化の指標となる実質公債費比率への影響は、平均 0.3ポイントとなります。 

 

 

パターン② 

○港町にある現庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環として、

今後、具体的に検討していくため、現時点で不確定である港町にある現庁舎の改修費や解体費な

どの支出、建物や土地の賃貸による収入を除外し試算しました。 

○入居開始までの間（９年間）の一般財源負担額は、約 185億円となります。 

○入居翌年以降、市債償還期間中の新たな一般財源負担は、29年間で約 90億円（約 3.1億円／年）

となります。 

○入居開始から市債償還終了までの 30 年間の市債償還額の合計は、約 608 億円となります。この

金額は、仮に市庁舎を整備しない場合に恒常的に支出し続けなければならない費用のうち、民間

ビル賃借料・共益費等（22.68億円）の 30年間分（22.68×30＝680 億円）より低くなります。 

○当初の一般財源負担額も含めた支出総額（新市庁舎の建設費、利息、維持管理費、計画修繕費な

ど）と、仮に市庁舎を整備しない場合に恒常的に支出し続けなければならない費用(民間ビル賃

借料・共益費等と現庁舎維持管理費等の合計 約 25.26億円／年)の総額との関係は、開業 47年

目で逆転します。 

○財政健全化の指標となる実質公債費比率への影響は、平均 0.3ポイントとなります。 

 

 

 

《結論》 

港町にある現庁舎の扱いについては、関内・関外地区の活性化に向けたまちづくりの一環として、

自由度を持って検討を進めるため、今後は、今回の収支シミュレーションのパターン②の考え方に

基づき検討することとします。 
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参考資料 

 

資 料 一 覧 

 

参考資料１：現庁舎の規模と新市庁舎の概算面積の算定 

（新市庁舎整備基本構想（H25.３）から抜粋） 

参考資料２：用途ごとの規模算定の考え方 

（新市庁舎整備基本構想（H25.３）から抜粋） 

参考資料３：北仲通南地区第二種市街地再開発事業 

参考資料４：北仲通南地区再開発地区計画 

参考資料５：北仲通南地区での整備案の収支シミュレーション 

（新市庁舎整備基本構想（H25.３）から抜粋） 

 



参考資料１※新市庁舎整備基本構想(H25.３)から抜粋 

  ③ 現庁舎の規模 

 

 現在、市庁舎及び周辺民間ビル等に分散している諸室の面積（共用部・駐車場面積を除く）

を機能ごとに分類すると、次のように整理されます。（平成20年調査による） 
（単位：㎡） 

用途 市庁舎 民間ビル等※１ 合計 備考 

事 務 室 ※ ２ 
8,110 

（うち特別職 

関連室：466） 

29,144 37,254
職員一人当たりの規模  平均：約 7.3 ㎡  

（市庁舎：約 5.8 ㎡ 民間ビル等：約 7.8 ㎡） 

書 庫 ・ 倉 庫 1,587 2,503 4,090 ほか、2,880 ㎡の外部倉庫有 

会 議 室 1,016 3,191 4,207  

行
政
機
能 

そ の 他 諸 室 1,703 1,471 3,174 食堂、健康管理関係室、印刷・コピー・集配室、守衛室等 

市 民 利 用 機 能 580 － 580 市民相談室、市民情報センター等 

危 機 管 理 機 能 1,907 － 1,907 危機管理センター、災害用備蓄庫 

議 会 機 能 3,748 － 3,748  

郵便局・銀行 302 － 302  そ
の
他研 修 室 等 － 12,472 12,472 教育文化センター（研修室・市民ギャラリー等） 

合 計 18,953 48,781 67,734  

  

※１ 関内中央ビル、関内駅前第一ビル、関内駅前第二ビル、松村ビル、松村ビル別館、横浜関内ビル、朝日会館、第一総業ビル、

JN ビル、産業貿易センター、住友生命横浜関内ビル、横浜馬車道ビル、昭和シェル山下町ビル、横浜ニューポートビル、 

尾上町ビル、テーオービル、教育文化センター 

※２ 市民相談室、市民情報センターは「市民利用機能」、危機管理センターや議会局事務室はそれぞれ「危機管理機能」「議会

機能」で計上しているため、除いている。また、教育文化センター内事務室については、その他「研修室等」に含めて計上し

ている。 

 
 

（２） 概算面積の算定 

新市庁舎には、港町１丁目に建つ市庁舎及び関内駅周辺の民間ビル等に入っている市

の組織(局、事業本部、行政委員会等)及び市会が入るものとして、面積を算定しました。 

 

○一般事務室（想定職員数：5,650人 残り250人は市民利用機能・危機管理機能等の諸

室で勤務）：総務省の起債基準及び国土交通省庁舎一般営繕基準、現庁舎の規模等を

参考に一人当たり面積に職員数を乗じて算定 

○書庫・倉庫：総務省や国土交通省の基準及び現状を踏まえて算定 

○会議室、市民利用機能、危機管理機能など：積み上げ方式により面積を算定 

○議会機能：「新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会」（市会議長諮問機関）で

の検討結果（平成24年11月）を反映（詳細は、参考資料４参照） 

○廊下、エレベーター、トイレ、機械室などの共用部分：建物全体の合計の40％として

算定 

 

以上の算定結果をまとめると、次の表のとおりとなります。 

新市庁舎の規模は、専用部面積で約６万～８万㎡、共用部も含んだ面積で約10万～13万㎡を

ベースとし、今後さらに詳細な検討を進めていくこととします。（駐車場を除く） 

なお、平成７年の「横浜市市庁舎整備審議会」答申における新市庁舎の規模（全体で

17万㎡～19万㎡程度）に比べ、30％から40％程度コンパクトな想定規模となっています。 

 



 

 面積(㎡) 
(Ａ)  (Ｂ)

Ａ：最小限の規模 

Ｂ：最大限の規模 

一般事務室 41,200～46,300
Ａ：現庁舎の職員一人あたりの平均面積(7.3 ㎡)×職員数(5,650 人)

Ｂ：総務省地方債事業算定基準による面積(8.2㎡)×職員数 

 
事
務
室 

特別職関連室   500～  800
Ａ：現庁舎の規模（市長・副市長執務室、応接室、待合等） 

Ｂ：応接室、待合スペースなどの拡充 

 
書庫・倉庫 
 

4,100～ 6,100
Ａ：現庁舎の規模 

Ｂ：総務省地方債事業費算定基準による試算結果 

 
会 議 室 
 

4,200～ 5,400
Ａ：現庁舎の規模 

Ｂ：高い稼働率の緩和のため、共用会議室を現状の７割程度拡充、 

迎賓機能を持つ特別会議室の設置 

 
 
行 
 
政 
 
機 
 
能 
 
 
 

 
その他諸室 
 

2,000～ 3,200
Ａ：食堂はビル内の民間機能で担うことを想定し、現庁舎の規模から

食堂を除いた規模 

Ｂ：現庁舎の規模 
 
議会機能 ※１ 
 

7,900～ 9,000
Ａ：議場450㎡、常任委員会室140㎡／室、議員控室15㎡／人 

Ｂ：議場600㎡、常任委員会室170㎡／室、議員控室20㎡／人 

 
市民利用機能 
 

600～ 1,900
Ａ：現庁舎の規模(市民相談室・市民情報室) 

Ｂ：ロビー空間や市民協働促進スペース、総合案内などの設置 

市民相談室・市民情報室における相談ブースなどの拡充 
 
危機管理機能 ※２ 
 

1,900～ 2,000
Ａ：現庁舎の規模 

Ｂ：事務室（災害対策本部を開設・維持するためのシステム、物資 

及び機材等の整備）及び庁舎内備蓄庫等の拡充 
 

専用部合計 
 

 
62,400～ 74,700

○行政部門(行政・市民利用･危機管理機能の合計)： 

54,500～65,700 ㎡ 

○市会部門(議会機能)：7,900～9,000㎡ 
 

共 用 部 
 

41,600～ 49,800
全体の40％と想定 

○行政部門：36,400～43,800㎡ 

○市会部門： 5,200～ 6,000㎡ 

 
合  計 ※３ 

 
104,000～124,500

○行政部門：90,900～109,500㎡ 

○市会部門：13,100～ 15,000㎡ 

 

※１：議会機能部分の面積については、「新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会」（市会議長諮問機関）での検討 

結果(平成 24 年 11 月)による。（専用部分で 7,900～9,000 ㎡、共用部分を含む合計で 13,100～15,000 ㎡） 

※２：災害時の危機管理対策の統括機能（災害対策本部）が、新市庁舎内に整備されることや、大規模災害発生時のリスクを 

分散させる観点から、消防局については新市庁舎に集約しないこととする。 

※３：駐車場面積は別途算出するものとして、合計には含まれていない。 

 

 

 

 

 



 

 

標準的な事務室の規模については、国の算定基準に基づく試算値や、他都市・民間オフィス事例などを

参考に、現状を踏まえ整理・検討を行います。 
なお、市民相談室、市民情報センター、危機管理センター、議会局事務室及び諸室の規模については、

別途検討※６することとし、これらの事務室で働く職員数を、5,900 人から除いた数値（5,650 人）を事務

室規模算定のための基準職員数として検討します。 
【国の算定基準】 

・「総務省地方債事業費算定基準」※７による試算値 

・「国土交通省新営庁舎面積算定基準」※８による試算値 

【他都市・民間オフィスの実績面積】 

・ 政令指定都市の本庁舎執務室面積 

・ 民間オフィスの使用実態 

 

 

 
 
 
 

○「総務省地方債事業算定基準」による試算値 

 
 
 
 
 
 
 
○「国土交通省新営庁舎面積算定基準（地方大官庁：第１次出先機関）」による試算値 

 
 
 
 
 
 
  
 
○ 政令指定都市の本庁舎執務室面積 

  平成 21 年度に行った調査の結果《参考資料３》、 

政令指定都市の本庁舎執務室の職員一人当たり平均面積は、約 7.3 ㎡ 
 
○ 民間オフィスの使用実態（財務省実施アンケート調査：財務省ホームページより） 

   平成 13 年度実施 調査対象  130 件  一人当たり： 10.19 ㎡（役員用個室面積を含まない） 
平成 16 年度実施 調査対象   90 件  一人当たり： 10.40 ㎡（役員用個室面積を含む） 
平成 17 年度実施 調査対象 1,038 件  一人当たり： 13.02 ㎡（役員用個室面積を含む） 
 

 

 職員一人当たり面積を整理すると次のようになりますので、これをもとに検討を進めます。 

現庁舎（民間ビル等含む） 約 7.3 ㎡ 

総務省地方債事業費算定基準による試算 約 8.2 ㎡ 

国土交通省新営庁舎面積算定基準による試算 約 7.6 ㎡ 

政令指定都市の本庁舎執務室面積調査による試算 約 7.3 ㎡ 

  局長 理事・部長 課長 補佐 係長 職員 合計 

職員数(人) 22 156 415 289 773 3,995 5,650
職位別の一人当たり(㎡)※９ 54.0 54.0 22.5 9.0 9.0 4.5   

面積(㎡) 1,188.0 8,424.0 9,337.5 2,601.0 6,957.0 17,977.5 46,485

 職員一人当たり： 約 8.2 ㎡

  局長 理事・部長 課長 補佐 係長 職員 合計 

職員数(人) 22 156 415 289 773 3,995 5,650
職位別の一人当たり(㎡)※10 39.6 39.6 22.0 11.0 7.9 4.4   

面積(㎡) 871.2 6,177.6 9,130.0 3,179.0 6,122.2 17,578.0 43,050

  職員一人あたり： 約 7.6 ㎡

①事務室の規模算定について 

※６ 例えば、市民情報センターは、事務スペース以外に行政資料コーナーや情報公開コーナーなどを持っているた
め、別途検討することとします。 

※７ 地方債計画として庁舎整備をする場合における標準的な事業費を算定するための基準（総務省事務次官 
通知 平成 22 年度まで適用） 

※８ 官庁営繕関係の統一基準 

※10 4.0 ㎡を基準に、補正率(10%)及び職位別の換算率を乗じて、一人当たりの面積が算出される。 

＜用途ごとの規模算定の考え方＞

※９ 4.5 ㎡を基準に、職位別の換算率を乗じて、一人当たりの面積が算出される。

※新市庁舎整備基本構想(H25.３)から抜粋 参考資料２



 

 

新市庁舎への書庫・倉庫の設置は必要最小限とし、長期保存文書等については、賃料の低い場所にある

民間倉庫などを積極的に利用して保管すること、また、同時に文書量自体の削減を推進し、民間倉庫利用

についても徐々に削減していくことを想定して検討を進めます。 

算定には、「総務省地方債事業費算定基準」、「国土交通省新営庁舎面積算定基準」を参考としながら、現

状を踏まえて検討を行います。 

 

○「地方債事業費算定基準」による試算 

約 6,100 ㎡（①により算定された事務室に特別職を含んだ面積の 13％） 
 
○「国土交通省新営庁舎面積算定基準（地方大官庁：第１次出先機関）」による試算 
  約 5,100 ㎡（補正率を乗じず、①により算定された事務室に特別職を含んだ面積の 13％） 
 
 

 

会議室のうち、各局共通で使うことができる共用会議室は、稼働率が高く（平成 22 年度：約 86.2％）、

必要時に使用できない状況が慢性化しているため、拡充する必要があります。 
ただし、必要最小限の増床となるよう、会議室を集約したフロアの設置や予約システムの工夫による効

率的な運用、事務室における打合せスペースの配置等についても検討していきます。 
 

 

 

市民利用機能(市民相談室、市民情報センターなど)、危機管理機能（危機管理センターなど）、その他諸室(守

衛室など)については、現状をベースに、拡充が必要な点を具体的に確認しながら検討を進めます。 
 

 

 

「新市庁舎整備に向けた議会棟のあり方調査会」での検討内容を基に、連携して検討を進めます。 

 

 

 

廊下、トイレ、階段、エレベーター、機械室等の共用部分の面積は、全体面積の 40％として検討を進め

ます。 

また、今後、規模、整備予定地を決定していく中で、容積率に余裕が出ることも考えられます。 

その場合は将来的な組織・業務等の拡大への対応や、行政機能に限らず多様性のある建物とするため、余剰

床の活用についても検討していきます。 

 

②書庫・倉庫の規模算定について 

⑥共用部分・その他の用途について 

⑤議会機能（議会局を含む）の規模算定について 

③会議室の規模算定について 

④市民利用機能、危機管理機能、その他諸室の規模算定について 
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※新市庁舎整備基本構想（H25.3）から抜粋 参考資料５ 
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